
　　ＡＴＭをご利用のお客様へ
　　（お取引にあたり、ぜひご一読ください。）

振込詐欺等の犯罪が依然多発している状況において、当金庫ではATMの現金の支払限度額および振込

限度額の引き下げを行い、防止策の強化・リスクの軽減を図ります。

お客さまには、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、宜しくお願いいたします。

ＡＴＭの出金限度額の引き下げ

■１日あたりの現金の支払限度額
カードの種類 変更後 現行 備考

キャッシュカード（磁気カード） 50 万円 100 万円
ICキャッシュカード 50 万円 200 万円
生体ICキャッシュカード 200 万円 300 万円 １回あたりの支払限度額は100万円

■１日あたりの振込限度額
カードの種類 変更後 現行 備考

口座単位 50 万円 100 万円 １回あたりの振込限度額は50万円

限度額の増額をご希望のお客さまはこちらをお読みください。
限度額の変更をご希望のお客さまは、運転免許証等の「本人確認資料」と「お届印」をご持参のうえ窓口

にてお手続き願います。

■限度額の変更（下記の範囲内で、限度額の変更が可能です。）

　　１．現金の支払限度額
キャッシュカード（磁気カード）／ICキャッシュカード 1千円　～　200万円

生体ICキャッシュカード 1千円　～　300万円

　　２．振込限度額
口座単位 1千円　～　500万円

‐諏訪地域に本店のある地元の金融機関‐

変更日：平成21年5月31日（日）
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